
令和６年度第２回青梅市情報公開・個人情報保護運営審議会議事録

日 時：令和７年１月２９日（水）午後１時３０分～午後３時００分

場 所：青梅市役所議会棟第３委員会室

出席者：委 員 石川芳彦、田邊幸司、安孫子謙三、原島和久、市川喜久芳

(敬称略）高橋重夫、高橋正則、守谷幸太郎

事務局 宿谷総務部長、和田文書法制課長

水村情報公開文書係長

説明員 大串市民安全課長、工藤市民安全課市民安全係長、茂木地

域福祉課長、小林健康課長、加藤こども育成課長、萩原こ

ども育成課手当・医療係長、中村こども家庭センター所長、

江川健康福祉部主幹

１ 開会

２ 報告事項

(1) 保有個人情報取扱事務の「開始」に伴う登録簿記載の報告（開始事務

にかかる質疑応答）

質疑応答

ア 戦争体験談の募集および戦争関連品の情報提供事務

イ 地域住民座談会等開催事務

質 問 回 答

対象者の範囲は、戦争体験者本

人に限らないということか。ま

たその場合、体験者本人との関

係性は求めないのか。

対象者の範囲は体験者本人とは限らな

い。また、体験者本人との関係性は求

めない。

メ ー ル ア ド レ ス の 徴 取 は 必 須

か。

メールアドレスは必須ではない。

外部委託の内容は。 映像の編集を委託する予定である。

質 問 回 答

収集項目に性別があるが、必要

か。

今年度の事業では性別は収集しなかっ

たが、来年度実施予定のシンポジウム

において、アンケートで収集する予定

がある。ただし、性別の記載は任意と

する予定。



ウ 青梅市健康ポイントサービス事業におけるイベント実施事務

本事業について、市民と市長の

懇談会との違いは何か。また参

加者は市民のみではなく、市内

在勤者も含むものか。

企画部が実施する市民と市長の懇談会

は市政全体に関するものだが、本事業

は地域福祉のボトムアップのために地

域福祉総合計画を推進するためのもの

として実施するもの。参加者は基本は

市民とするが、市内在勤者の参加を拒

むものではない。

外部委託が「無し」になってい

るが、今後も委託はしないのか。

シンポジウムの開催は委託では

ないのか。

個 人 情 報 を 取 り 扱 う 委 託 の 予 定 は 無

く、シンポジウムの開催についても直

営で実施する。

事業の目的を端的に教えてもら

いたい。

周知啓発を基本として、参加者に福祉

の担い手のサポーターなどになっても

らい、地域福祉を底上げすることが目

的となる。

質 問 回 答

外部委託が「無し」になってい

るが、要綱上では委託有りなの

ではないか。

要綱上では健康アプリの運営を委託す

るとしており、アプリの運営は委託し

ているが、アプリ自体は氏名等の入力

の必要はなく、個人情報を収集してい

るものではない。今回開始した事業は、

アプリ利用者のうち、イベント当選者

に、景品引き換えのためにロゴフォー

ムにより氏名等を入力してもらうもの

で、この当選者の個人情報を収集する

もの。

ロゴフォームでの個人情報の入

力内容はどのように集計するの

か。ロゴフォームの運営業者が

個人情報を取り扱うものではな

いのか。

ロ ゴ フ ォ ー ム に 入 力 さ れ た 個 人 情 報

は、エクセル出力により市職員が集計

するもので、ロゴフォーム運営業者が

入力された個人情報を取り扱うもので

はない。

収集項目に健康状態があるが、

健康状態の統計を取るのか。

対象者へのアンケートとして、健康で

気 に な る こ と を 入 力 し て も ら う も の

で、統計を取る目的ではない。

参加者の年齢制限はあるか。ま

た、参加者が怪我などしたとき

の補償はあるのか。

年齢制限はない。参加者が怪我をした

場合は、市全体で市事業参加者への保

険に加入している。



エ 高校生等医療費助成事務

オ 青梅市多胎妊婦健康診査費用助成金交付事務

カ 母子栄養事業

(2) 保有個人情報取扱事務の「変更」に伴う登録簿記載の報告

・資料配布のみ。質疑なし。

(3) 保有個人情報取扱事務の「廃止」に伴う登録簿からの抹消の報告

・資料配布のみ。質疑なし。

３ その他

・事務局より次回審議会開催（７月頃）の報告を行った。

４ 閉 会

質 問 回 答

本事業では所得制限が撤廃され

ていたが、条例改正をするのか。

９月議会ですでに条例改正を行った。

外部委託「無し」となっている

が、医療証を作成する事務は外

部委託ではないのか。

システム保守は外部委託しているが、

システム保守では個人情報は取り扱わ

ない。医療証の作成は市職員が行って

いる。

所得制限を撤廃する改正をした

のなら、課税情報の収集は不要

になるのではないか。

所得制限の撤廃の改正をしても、都の

補助を受けられるかどうか判定する必

要があり、引き続き課税情報の収集は

必要となる。

都事業では引き続き所得制限が

あるようだが、市の単独事業と

して所得制限を撤廃したのか。

都事業で所得制限により助成が受けら

れない対象者に対する助成は、市単独

事業である。

質 問 回 答

収集項目に性別があるが、対象

者 は 妊 婦 で 全 員 女 性 だ と 思 う

が、収集の必要があるか。

妊婦検診の記載項目にも性別があるた

め、統一している。

質 問 回 答

事業 に関 係 する管 理 栄 養 士や歯

科 衛 生 士 などは、市 の職 員 なの

か。

全員市の職員である。

託児の委託はあるのか。 今後、外部委託で託児を開始する予定

がある。


